
 

 

 

 

 

進路情報研究センター ライセンスアカデミー ⁄ 教材開発課 2018 年 10 月 

 東京大学は９月 25 日に、2021 年一般入試において、従来の出願要件に加え、次の（１）

～（３）のうちいずれか１つの書類の提出を求めることを発表した。 

（１） 大学入試センターによって「大学入試英語提供システム」の参加要件を満たすと 

確認された民間の英語試験（以下、「認定試験」と言う。）の成績（ただし、ＣＥＦ 

Ｒの対照表でＡ２レベル以上に相当するもの）。 

（２） ＣＥＦＲのＡ２レベル以上に相当する英語力があると認められることが明記され 

ている調査書等、高等学校による証明書類。 

（３） 何らかの理由で上記（１）（２）のいずれも提出できない者は、その事情を明記し 

た理由書。 

※上記（１）～（３）のいずれかの提出がなければ出願は受理できませんが、受理された 

後は合否判定の資料としては用いません。 

 認定試験成績を必須としない事由として、公平・公正という観点からも実施の観点か

らも多くの課題が未解決のまま残されており、残念ながら受験生が安心して受けられる

体制が整っているとは言えないことを挙げている。 

 また、東京大学では認定試験と並ぶもう一つの選択肢として、高等学校の調査書等（注）

を活用することが有効であるとしている。当然のことながら、個々の受験生の英語力につ

いていちばん正確に把握しているのは、高等学校の現場で日常的に指導にあたっている先

生方だとし、その判断は、緊張を強いられる特殊状況で実施される限られた回数のテスト

結果よりも、一般的に信頼度は高いとしている。調査書等に受験生の英語力に関する必要

な情報が記載されていれば、認定試験を受検していなくても、出願資格を判断する材料と

しては十分であると判断している。この方法であれば、家庭の経済状況や居住地、あるい

は何らかの障害等で不利益を被ることなく、東京大学への出願資格を証明することが可能

になるとしている。 

（注）調査書「等」とあるのは、これに代わる何らかの証明書類も可とする趣旨だが、詳 

細については早急に検討の上、2018 年 12 月頃を目途に公表する予定。 

 

◆国立大学協会の認定試験のガイドライン（2018 年３月 30 日発表） 

 国立大学としては、新テストの枠組みにおける５教科７科目の位置づけとして認定試験

を「一般選抜」の全受験生に課すとともに、平成 35 年度までは、センターの新テストにお

いて実施される英語試験を併せて課すこととし、それらの結果を入学者選抜に活用する。 

〈2021 年度 東京大学一般入試 出願要件〉 

英語民間試験の成績提出を必須とせず 



 ・利用できる検定は、認定試験すべてを対象。 

 ・利用方法は、「出願資格」「加点」いずれか、または双方。 

 ・「出願資格」で求めるレベルは、受験機会の確保に十分配慮。 

 ・「加点」の具体的な点数は、ＣＥＦＲ表に基づいて各大学が設定。 

 

◆〈参考〉ＣＥＦＲ表 

 
 

◆今後の動向 

 今回発表の東京大学の認定試験の取り扱いは、ある程度強制力を持つ国立大学協会の

ガイドラインに沿っていない。しかし、その事由が的を得たものだけに各国立大学・公

立大学（国立大学に準じると推測）に大きな影響を与えるだろう。加えて、求めるレベ

ルが下から２番目のＡ２だけにインパクトが大きい。特に、受験生集めに苦心している地

方大学の認定試験の取り扱いに大きな影響を与えるだろう。 


